
11

第３章 計画の体系と実現方策

第１節 計画の体系
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第２節 計画の実現のために

基本構想を実現するための「参画と協働のまちづくり」と「新たな地域経営によるま

ちづくり」に関する２つの方針は、今後本市が持続可能な発展を続け、将来都市像を実

現するために欠かせない要素です。この２つの方針を具体化し、計画に基づいたまちづ

くりを進めるため、以下の取組を実施します。

◆情報提供・情報共有の推進

・広報紙やホームページ、コミュニティ放送（タッキー816）などのメディアを活用し

た情報発信や、図書館など公共施設における各種印刷物の配置を充実し、市民とま

ちづくりの課題を共有します。

・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用により、市民の利便性を向上させます。

・市民ニーズを的確に把握するため、市民の声を聞く機会を増やすなど、マーケティ

ング機能を強化します。

◆協働（パートナーシップ）によるまちづくりの推進

・市民活動団体や事業者などは、積極的な事業提案などを通じて、行政と協働する姿

勢を高めます。

・行政は、市民活動団体や事業者などとの協働意識を高め、協働によるまちづくりを

推進します。

・行政は、これまで培ってきた市民参加によるまちづくりの成果と課題を整理し、地

方分権時代に求められる自治と協働のあり方を市民とともに検討することを通じ

て、自治と協働によるまちづくりの基盤を整えます。

◆行財政改革の推進

・財政の健全化を進めるため、受益と負担の適正化や資産の有効活用などを行い、歳

入の確保をめざします。

・市役所の業務を見直し、再構築を図るとともに、民間委託や指定管理者制度、PFI

事業などの制度を有効活用し、無駄のない効率的な業務を推進します。

◆柔軟な組織体制と人材の育成

・地方分権による権限移譲や新たな市民ニーズに対応するため、横断的かつ柔軟な組

織体制を構築します。

・政策形成・政策法務能力を高め、地方分権時代をリードできる職員を育成します。

・市民は、「自助・共助・公助」の考え方に基づき、自らまちづくりの担い手を育成し

ます。

◆広域連携などの強化・推進

・広域的な視野に立ち、周辺都市との連携や機能分担を進め、共通の地域課題解決に

向けて相互協力関係を強化します。

・市内や近隣の大学、企業など、それぞれの特性と強みをまちづくりに生かすため、

相互に連携し合います。
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◆成果指標の評価・検証

・RPDCA のマネジメントサイクルを行政活動の基本とし、総合計画に盛り込まれた施

策や事業の進行度合いを評価します。

・行政は、取組や成果指標の達成度などについて、計画の進捗状況などの評価を毎年

度実施します。

【マネジメントサイクルのイメージ】

ＰＬＡＮ（計画）

事業の企画立案に市民や事業者、NPO

などが参画する機会を広げます。

・市民委員の公募

・パブリックコメント ほか

ＤＯ（実施）

地縁団体やＮＰＯなどの市民活動

団体と積極的に協働して事業を

実施します。

ＣＨＥＣＫ（評価）

計画がどこまで進んでいるか、成果指標の目標値の達成度な

どで評価します。担当室（課）による内部評価だけではなく、市民

参加による評価を行い、その結果を広く市民に公表します。

ＡＣＴＩＯＮ（対応）

評価の結果を踏まえて、目標値の見直

しや新しい事業の検討を市民とともに

行います。

RESERCH（現状把握）

市民ニーズを的確に把握します。

・市民アンケート ほか


